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整 理 番 号  2017P-029 

補助事業名  平成29年度ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ競技の普及促進及び競技力向上に資する補助事業 

補助事業者名  一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

 

１ 補助事業の概要 

（１）事業の目的 

モーターサイクル競技の普及を促進し、競技会に参加する選手、それをサポートする 

関係者の参加意欲と競技力の向上を目指し、社会に広くアピールし競技会参加者と運

営者が規則の統一解釈を徹底し、公平性や安全性の向上を図り、もって公益の増進に

寄与する。 

（２）実施内容 

２０１８年度版国内競技規則書の作成 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/rule.html 

 2017年度シーズンの競技会で発生した諸問題を具体的に規則化し反映する為、6月～11月 

 にかけ、各種目専門委員会で検討し、規則の見直しや受益者のニーズに沿った新規則を

検討し規則書を作成。選手、チーム関係者、競技運営者である当会会員をはじめ関係者

に広く配布し、規則の全国統一を図り、競技会の円滑な運営と参加者の競技力の向上を

目指す。なお、ホームページにも規則書の全文を掲載し、広く一般の方にもモーターサ

イクル競技に関心を持っていただく施策を講じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーターサイクル競技の代表的種目であるロードレース。圧巻のスピードと戦略で 

決められた距離（周回数）をいかに早く走破するかを競う。 

 モーターサイクル競技種目は多岐にわたる。 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/rule.html
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２ 予想される事業実施効果 

見直された規則書により、昨シーズン以上に競技会の円滑な運営や公平性、安全性

が向上し、モーターサイクル競技の普及促進が期待される。 

 

３ 補助事業に係わる成果物 

（１） 補助事業により作成したもの 

2018年度版国内競技規則書（Ｂ５版 ４２４頁 冊子） 

http://www.mfj.or.jp/user/contents/motor_sports_info/rule/rule.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事業内容についての問い合わせ先 

団 体 名： 一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会 

（ニホンモーターサイクルスポーツキョウカイ） 

住   所： 〒１０４-００４５ 

東京都中央区築地３丁目６番１０号築地スクエアビル１０階 

代 表 者： 会長 大島 裕志（オオシマ ヒロシ） 

担 当 部 署： 事業部会員管理ブロック（ジギョウブカイインカンリブロック） 

担 当 者 名： ブロックリーダー 桑原 修（クワバラ オサム） 

電 話 番 号： ０３-５５６５-０９００ 

F A X： ０３-３３６５-０９０７ 

E - m a i l： Kuwahara＠mfj.or.jp 

U R L： http://mfj.or.jp 
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